
鉄
門
海
の
『
亀
鏡
志
』
翻
刻

中　

村　

安　

宏

鹿　

野　

朱　

里（
１
）

　

解
説
―
鉄
門
海
と
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
『
亀
鏡
志
』
に
つ
い
て

　

即
身
仏
と
し
て
著
名
な
鉄
門
海
（
一
七
五
九
～
一
八
二
九
）
は
、
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
に
鶴
岡
大
宝
寺
村
（
現
鶴
岡
市
宝
町
）
に
生
ま
れ
た
。
安
永
八

年
（
一
七
七
九
）、
二
十
一
歳
の
折
り
に
湯
殿
山
注
連
寺
に
入
門
し
、
天
明
八

年
（
一
七
八
八
）
五
月
頃
、
三
十
歳
の
折
り
に
湯
殿
山
仙
人
沢
で
千
日
間
の
山

籠
修
行
を
開
始
し
た
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
は
本
明
寺
の
住
職
に
就
任

し
、
そ
の
の
ち
布
教
活
動
や
社
会
貢
献
の
活
動
を
展
開
し
た
。
文
化
四
年
（
一

八
〇
七
）
の
頃
よ
り
、
二
度
目
の
千
日
山
籠
修
行
を
開
始
し
た
と
推
察
さ
れ
て

い
る
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）、
加
茂
坂
新
道
（
現
鶴
岡
市
）
の
普
請
を
始

め
た
。
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
は
海
向
寺
の
住
職
に
就
任
し
た
。
文
化

十
四
年
（
一
八
一
七
）
六
月
、
京
都
の
御
室
仁
和
寺
よ
り
「
恵
眼
院
」
の
院
号

と
上
人
号
を
授
与
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
鉄
門
海
か
ら
恵
眼
院
鉄
門
上
人
と
名

乗
っ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
海
向
寺
、
注
連
寺
な
ど
の
再
建
を
行
い
、
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
に
は
松
前
に
お
い
て
布
教
活
動
も
行
っ
た
が
、
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
十
二
月
八
日
、
七
十
一
歳
で
病
没
し
た
。
遺
骸
は
そ
の
の
ち
掘

り
出
さ
れ
、
即
身
仏
と
し
て
注
連
寺
に
祀
ら
れ
た（

２
）。

　
『
亀
鏡
志
』
と
は
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
出
羽
三
山

ミ
イ
ラ
学
術
調
査
の
と
き
に
、
鉄
門
海
の
座
布
団
の
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
渡
部
留
治
編
著
『
朝
日
村
誌
（
一
）　

湯
殿
山
』（
一
九
六
四
年
）
に

翻
刻
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
二
十
八
年
（
二

〇
一
六
）
に
鶴
岡
市
立
図
書
館
郷
土
資
料
館
で
見
つ
か
り
、
現
在
も
保
存
さ
れ

て
い
る
。
朝
倉
海
玄
編
『
湯
殿
山 

注
連
寺 

亀
鏡
志
』（
湯
殿
山
注
連
寺
発
行
、

二
〇
一
六
年
）
に
そ
の
影
印
が
載
せ
ら
れ
て
再
び
翻
刻
さ
れ
た
が
、
ど
ち
ら
の

翻
刻
に
も
間
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
『
亀
鏡
志
』
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
五
月
下
旬
に
、
鉄
門
海
と
鶴
岡
藩

士
の
富
樫
久
定
が
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
春
に
記
さ
れ
た
注
連
寺
の
縁
起

書
（
著
者
は
宗
恩
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
注
（
29
）
参
照
）
を

「
改
書
」（
書
き
直
）
し
た
も
の
で
あ
り
、
鉄
門
海
に
と
っ
て
規
範
と
な
る
重
要

な
本
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
彼
は
文
盲
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
富
樫
は

代
筆
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
身
仏
に
関
す
る
資
料
が
少
な
い
な
か
で
、

鉄
門
海
に
つ
い
て
は
比
較
的
資
料
が
残
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
こ
の
著
書
は

彼
の
思
想
を
深
く
探
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
鉄
門

海
は
病
死
し
て
お
り
自
ら
即
身
仏
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
即
身
仏
の
思

想
を
伝
え
た
代
弁
者
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
き
わ
め
て
貴

重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
で
こ
の
資
料
を
本

格
的
に
分
析
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い（

３
）。

　

な
お
、
先
述
し
た
よ
う
に
鉄
門
海
は
文
盲
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

『
亀
鏡
志
』
に
は
い
く
つ
か
の
経
典
な
ど
か
ら
の
引
用
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
寛
政
三
年
（
一
七
九

一
）
か
ら
同
十
年
（
一
七
九
八
）
の
間
に
、
実
際
に
鉄
門
海
に
会
っ
た
こ
と
が

あ
る
庄
内
藩
士
の
池
田
玄
斎
（
安
永
四
・
一
七
七
五
年
～
嘉
永
五
・
一
八
五
二

年
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

鐵
門
海
と
云
木
食
の
僧
ハ
無
筆
な
る
事
弘
采
録
に
委
し
く
し
る
せ
り
、
松

前
侯
ふ
か
く
信
し
給
ひ
て
其
国
に
も
召
寄
ら
れ
た
る
に
色
々
の
奇
瑞
あ
り

ア
ル
テ
ス　

リ
ベ
ラ
レ
ス　

（
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
）

第
一
一
二
号　

二
〇
二
三
年
六
月　

一
九
頁
～
二
九
頁



し
か
は
い
か
な
る
行
法
そ
と
問
給
ふ
に
、
拙
僧
ハ
元
来
無
筆
に
て
実
に
一

丁
字
も
書
得
す
、
只
師
よ
り
聞
た
る
経
文
を
聊
暗
誦
し
て
わ
か
国
の
鳥
海

大
明
神
・
月
山
・
湯
殿
・
羽
黒
・
金
峯
な
と
の
神
々
の
御
名
を
数
百
篇
と

な
へ
奉
る
の
外
な
し
と
答
へ
け
る
に
益
そ
の
正
直
を
感
し
さ
せ
給
ひ
し
と

な
ん
、（
後
略（

４
））

　

鉄
門
海
は
経
文
を
暗
唱
し
て
い
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
を
富
樫
が
書
き

留
め
た
の
で
は
な
い
か
。

　

本
翻
刻
で
は
、
凡
例
の
の
ち
に
『
亀
鏡
志
』
全
文
の
翻
刻
文
を
紹
介
し
、
さ

ら
に
読
者
の
便
宜
の
た
め
、
難
字
に
つ
い
て
は
注
を
施
し
、
経
典
な
ど
か
ら
の

引
用
文
に
つ
い
て
は
、
注
の
な
か
で
現
代
語
訳
を
掲
げ
た
。
ま
た
、
従
来
の
二

つ
の
翻
刻
に
は
間
違
い
が
多
い
た
め
、
最
後
に
正
誤
表
を
掲
げ
た
。

　

注
（
１
）
中
村
安
宏
は
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授
。
鹿
野
朱
里
は
岩
手
大
学
人
文
社
会

科
学
部
二
〇
一
九
年
度
卒
業
、
盛
岡
中
央
高
等
学
校
専
任
講
師
。

（
２
）『
神
と
呼
ば
れ
た
木
食
行
者 

鐵
門
海
』（
湯
殿
山
注
連
寺
発
行
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

（
３
）
鉄
門
海
の
思
想
に
つ
い
て
は
、『
亀
鏡
志
』
な
ど
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
、
中
村
安

宏
・
鹿
野
朱
里
「
鉄
門
海
の
思
想
―
『
亀
鏡
志
』
の
分
析
を
中
心
に
―
」（『
ア
ル
テ

ス 

リ
ベ
ラ
レ
ス
（
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
）』
第
一
一
〇
号
、
二
〇
二
二
年
）

 

岩
手
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リhttps://iw

ate-u.repo.nii.ac.jp/

 

鉄
門
海
と
、
彼
の
布
教
活
動
や
事
業
を
継
承
し
た
鉄
竜
海
（
生
没
年
不
詳
）
の
盛
岡

藩
領
や
岩
手
県
域
で
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
同
「
岩
手
県
岩
手
郡
岩
手
町
の
豊
城
稲

荷
神
社
の
鉄
門
海
碑
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」（
二
〇
二
一
年
）・「
岩
手
県
盛
岡
市
乙

部
の
小
坂
稲
荷
神
社
の
鉄
竜
海
碑
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」（
二
〇
二
二
年
）

https://jinsha.iw
ate-u.ac.jp/~yasuhiro/tetsum

onkai.pdf
https://jinsha.iw

ate-u.ac.jp/~yasuhiro/tetsuryukai.pdf

 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
） 

池
田
玄
斎
『
病
間
雑
抄
』
五
十
巻
、
工
藤
定
雄
編
『
酒
田
市
史 

史
料
篇
第
七
集 

生
活

文
化
篇
』
一
九
七
七
年
、
二
八
〇
頁
）。

鉄門海の思想

鉄門海碑報告書

鉄竜海碑報告書

付
記

　

鉄
門
海
と
『
亀
鏡
志
』
に
つ
い
て
の
解
説
は
中
村
と
鹿
野
、
翻
刻
の
凡
例
は

中
村
、
翻
刻
文
と
注
の
作
成
は
中
村
と
鹿
野
、
正
誤
表
の
作
成
は
鹿
野
が
担
当

し
た
。

謝
辞

　
『
亀
鏡
志
』
と
い
う
貴
重
な
資
料
の
翻
刻
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
鶴
岡
市

郷
土
資
料
館
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

凡
例

一
、
渡
部
留
治
編
著
『
朝
日
村
誌
（
一
）　

湯
殿
山
』（
一
九
六
四
年
）
お
よ
び
朝
倉
海
玄
編

『
湯
殿
山 
注
連
寺 

亀
鏡
志
』（
湯
殿
山
注
連
寺
発
行
、
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
翻
刻
を
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参
考
に
し
つ
つ
、
二
つ
の
翻
刻
の
誤
り
の
部
分
を
修
正
し
、
か
つ
原
本
に
あ
る
振
り
仮

名
を
補
っ
た
。

一
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
が
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
句
読
点
を
補
っ
た
。

一
、（　

）
は
二
行
割
り
を
示
す
。

一
、〔　

〕
は
作
成
者
が
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
原
文
の
誤
字
や
誤
っ
た
返
り
点

の
下
、
ま
た
は
返
り
点
の
不
足
の
箇
所
に
挿
入
し
た
。

一
、
読
者
の
便
宜
を
考
え
、
注
を
加
え
た
。

事
ハ
委
キ
ゆ
へ
に
爰
ニ
略
ス
）。
湯
殿
大
権
現
ハ
法
性
法
身
の（

２
）大

日
如
来
に

て
ま
し
ま
す
故
に
、
此
堂
則
法
性
法
身
の
大
日
如
来
に
て
候
。
本
尊
ハ
則
大

師
御
作
之
大
日
如
来
に
て
候
。
御
山
え
参
る
事
ハ
多
日
の
行キ

ヤ
ウに

て
参
ル
也
。

暇イ
ト
マな

き
者
ハ
長
き
行
ハ
成
難
し
。
行
を
せ
ざ
れ
ハ
参
詣
ハ
な
ら
ん
也
。
此
故

に
五
日
七
日
之
行
ニ
て
此
堂
の
本
尊
を
拝
し
奉
れ
ハ
、
一
念
の
願
を
と
ぐ
る

結
縁
ニ
新
山
に
勧
請
有
也
。
別
而
ハ
女
人
の
為
に
て
候
。
其
故
ハ
、
上
火
之

行
ハ
大
切
な
れ
と
も
、
示シ

メ
シを

請
て
女
人
も
七シ

五メ

三
を
戴イ

タ
ヽく

な
り
。
然
レ
共
御

山
へ
参
る
事
ハ
不
成
。
御
山
へ
参
ら
ざ
れ
ハ
、
法
性
之
如
来
を
拝
し
奉
る
事

な
し
。
爾シ

カ
レハ

値チ

遇グ

之（
３
）縁

の
な
き
事
を
愍

ア
ハ
レ
ミて

、
此
堂
ニ
参
り
ぬ
れ
ハ
則
法
性
之

大
日
如
来
に
値チ

遇グ

し
奉
る
ゆ
へ
に
、
女
人
を
助
ケ
ん
と
思
召
ス
大
慈
悲
の
御

心
に
て
此（

マ

マ

）

所
ニ
此
処
ニ
勧
請
し
給
ふ
也
。
依
レ
之
新
山
権
現
と
申
也
。
湯
殿

の
行
と
申
事
、
則
上
火
の
行
也
。
惣
而
火
の
行
を
以
て
一
切
の
行
之
根コ

ン

本ポ
ン

と

す
る
事
ハ
梵
天
の
所シ

ヨ

作サ

に
て
候
。
今
此
上
火
の
行
も
世セ

火ク
ハ

と（
４
）上

火
と
内
証
ハ

各
別
な
れ
と
も
、
是
又
火
の
行
な
る
故
に
軌キ

則ソ
ク

を
彼カ

ノ
土ト

ノ
作サ

法ホ
ウ

ニ
准
擬
し

て
し
め
し
置
き
た
ま
ふ
也
。

一　

大
師
開
山
之
事
、
瑞ズ

イ

夢ム

に
よ
る
と
云
義キ

と
文
殊シ

ヨ

〔
珠
〕
の
し
め
し
に
よ
る

と
云
義
と
二
義
あ
り
。
今
宣ノ

フ

る
義
ハ
大
師
御
入
唐
の
時
五
台
川
ノ
文
殊

〔
珠
〕
菩
薩
、
大
師
ニ
向
て
曰

ノ
タ
マ
ハク

、
日
本
出
羽
の
国
大
梵
字
川
の
水
上
、
法

身
之
如
来
鎮チ

ン

座
ま
し
ま
す
山
有
と
し
め
し
給
ふ
に
依
て
、
御
帰キ

朝
の
後
当
国

ニ
下
り
、
大
河
を
尋
て
酒
田
の
湊ミ

ナ
トニ

着
。
夫
よ
り
河
を
登
り
給
へ
ハ
飯
盛
山

と
云
あ
り
。
是
最
上
川
と
赤
川
の
（
大
梵
字
川
也
）
落
合
に
て
二
ツ
の
大
河

を
見
給
ふ
処
也
。
此
所
ニ
而
諸
天
を
供
養
し
給
ふ
。
其
供ク

物モ
ツ

ニ
な
つ
ら
へ
て

飯イ
ヽ

盛モ
リ

山
と
云
と
也
（
今
に
至
ル
ま
て
佛
器キ

水
瓶ビ

ヤ
ウを

砂
山
よ
り
掘
出
す
也
）。

其
辺ホ

ト

り
を
高カ

ウ

野ヤ

の
浜
と
云
也
（
大
師
ハ
高
野
山
よ
り
来
り
給
ふ
故
也
）。
此

飯イ
ヽ

盛モ
リ

山
ニ
逗ト

ヽ
マり

給
ふ
時
、
巽タ

ツ
ミの

山
中
に
光
明
あ
り
て
川
に
移
ル
也
。
依
レ
之

赤
川
と
云
な
り
（
此
川
三
ヶ
所
に
て
名
替
。
八ヤ

苦ク

輪ハ

川
、
大
梵
字
川
、
赤
川

な
り
）。
此
瑞ズ

イ

相サ
ウ

ニ
依
て
赤
川
を
上ノ

ホ

り
給
ふ
。
五
六
里
あ
つ
て
阿ア

毗ビ

羅ラ

吽ウ
ン

欠ケ
ン（
５
）

之ノ

五
字
水
の
上
に
浮ウ

カ

び
た
り
。
是
大
聖シ

ヤ
ウ

文
殊
〔
珠
〕
の
告
給
ふ
大
梵

翻
刻

〔
題
簽
〕

　

湯
殿
山
亀
鏡
志　

全

〔
内
題
〕

　

湯
殿
山　

別
当
注
連
梵
寺

　
　
　
　

亀 

鏡 

志

　
　
　
　
　
　

赤
光
明
院
七
五
三
掛
坊

〔
本
文
〕

亀
鏡
志

注
連
寺
之
新
山
権
現
ハ
則
湯
殿
大
権
現
に
て
候
。
本
来
之
御
山
を
新ア

ラ

タ
に
移

故
ニ
新
山
権
現
と
申
候
。
弘
法
大
師
此
山
を
開
き
給
ふ
事
ハ
八
大
金
剛
童
子

出
現
し
て
上
火
之
行
法（

１
）を

大
師
ニ
授サ

ツ
ケ給

ふ
也
（
八
大
金
剛
童
子
ハ
則
湯
殿
大

権
現
也
）。
大
師
ハ
教
へ
の
如
く
上
火
を
行オ

コ
ナひ

給
ふ
也
。
其
上
火
之
檀タ

ン

場ヂ
ヤ
ウに

湯
殿
大
権
現
を
勧
請
し
給
ふ
。
則
此
堂
に
て
候
（
此
寺
後
に
内
を
見
立
給
ふ
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字
と
歓

ク
ハ
ン

喜キ

礼ラ
イ

拝ハ
イ

し
則
鳥
井
を
立
給
ふ
と
伝
へ
云
也
（
其
所
を
大
梵
字
と
云
、

又
其
辺
を
鳥
井
川
原
と
今
に
云
也
）。
亦
四
五
里
川
を
登
り
給
ふ
。
是
山
の

際キ
ハ

な
り
。
又
川
の
落
合
あ
り
（
櫛
引
川
と
八
苦
輪
川
也
）。
両フ

タ
ツの

川
共
に
深シ

ン

山
よ
り
来
ル
故
に
、
何イ

ツ

レ
の
川
上
ぞ
と
思
召
て
留ト

ヽ
マり

給
ふ
。
岩
屋
あ
り
。
細ホ

ソ

声コ
ヘ

の
岩
屋
と
申
也
。
嶮

サ
ガ
シ
キ

岩イ
ハ

洞ホ
ラ

に
昼ヒ

ル
夜
ル
独ヒ

ト

り
居
給
ふ
故
に
あ
や
し
く
お

も
ひ
、
往ハ

ウ

来ラ
イ

の
人
声
を
細
メ
た
る
故
に
ほ
そ
ご
へ
の
岩
屋
と
申
也
。
此
時 

種シ
ヨ

〻
の
奇キ

瑞ズ
イ

あ
り
。
諸
天
歓ク

ハ
ン

喜キ

し
音ヲ

ン

楽カ
ク

歌カ

舞ブ

微ミ

妙メ
ウ

の
音ヲ

ン

声ジ
ヤ
ウあ

り
。
又
鑁バ

ン

治

郎
、
鑁バ

ン

太
郎
と
云
二
人
常
ニ
来
り
、
後
ニ
ハ
白
犬
と
変ヘ

ン

し
て
大
師
に
先
達
て

け
ん
。
そ
の
道
を
通
り
（
今
に
至
ル
ま
て
八
苦
輪
川
の
岸
に
足
跡
所
〻
に
あ

り
）。
艮

ウ
シ
ト
ラに

当
て
霊
光
あ
り
。
即

ス
ナ
ハ
チ

八
苦
輪
川
を
上ノ

ホ

り
給
ふ
。
亦
あ
ひ
ら
う
ん

け
ん
の
五
字
川
に
あ
ら
わ
れ
た
り
（
見
付
野
と
て
今
に
あ
り
）。
此
川
を
八

苦
輪
川
と
云
事
も
い
わ
れ
あ
り
。
我
等
如
き
の
凡ボ

ン

夫ブ

ハ
有ウ

為イ

妄モ
ウ

想サ
ウ

顚テ
ン

倒タ
ウ

し
て（

６
）

常
〻
六
趣シ

ヨ

の（
７
）輪

廻
つ
く
る
事
な
し
。
八
苦ク

の
世セ

界
ニ
住
ミ
て
出

シ
ヨ
ツ

離リ

生
死
ノ
縁

な
く
五
慾ヨ

ク

十
悪
の
罪
科
ニ
し
つ
む
る
也
。
然
ル
に
一
度
此
御
山
へ
参
る
輩

ト
モ
カ
ラハ

上
火
の
行
を
つ
と
め
、
外
ニ
ハ
汚ワ

穢ヱ

不フ

浄ジ
ヤ
ウの

垢ア
カ

を
注ソ

ヽ

ぎ
、
内
ニ
ハ
六
根コ

ン

罪
障

を
懺サ

ン

悔ゲ

し
て
身
心
清
浄
成
故
に
自ジ

然ネ
ン

天テ
ン

然ネ
ン

に
八
苦
の
輪リ

ン

転テ
ン

を
つ

尽く
る
な
り
。

法
性
法
身
の
大
日
如
来
の
浄
土
よ
り
来
ル
川
な
れ
ハ
八
苦
悉
く
離
れ
仏
土
ニ

至
ル
故
に
八
苦
輪
川
と
申
也
。
川
と
云
ハ
則
流
レ
つ
く
す
義
也
。
一
義ギ

ニ
云

く
、
山
中
第
一
の
難
所
也
。
翼ツ

バ
サハ

飛
行
べ
し
。
歩カ

行チ

ハ
成
難
し
。
両リ

ヤ
ウの

岸
ハ

高
く
し
て
十
丈
二
十
丈
切
立
た
る
壁カ

ベ

の
如
し
。
石
高
く
水
深フ

カ

し
。
波
荒
く
風

は
げ
し
く
、
此
岩
ヲ
た
よ
り
彼カ

ノ

浪ナ
ミ

を
お
と
り
行ユ

ク
気
も
消
、
た
ま
し
ひ
も

失ウ
セ

、
目
も
闇
く
息イ

キ

も
た
へ
、
無ム

念ネ
ン

之
内
に
も
南
無
帰
命
と
ひ
と
へ
に
頼
む
心

あ
り
。
此
時
忘モ

ウ

〔
妄
〕
念
惑ハ

ク

障シ
ヤ
ウも

忽
ニ
尽
て
纏テ

ン

縛バ
ク

出
離
し
、
本ホ

ン

来ラ
イ

の
清
浄
に

帰キ

す
る
故
に
八
苦
輪
川
ト
申
也
。
如
レ
斯
難
所
を
通
り
給
ふ
也
。
此
川
の
際キ

ハ

に
白
髭ヒ

ゲ

の
地ヂ

蔵ザ
ウ

の
岩
屋
、
諸
天
の
岩
屋
、
大
仏ブ

ツ

沢
、
種
〻
の
仏
在
所
あ
り
。

次ツ
キ

に
又
川
の
落
合
あ
り
。
大
師
留
り
給
ふ
大
石
あ
り
。
出デ

離ギ
リ

石
と
云
な
り
。

是
よ
り
御
前
川
と
云
也
。
浄
土
に
近
キ
出
離
生
死
の
名
所
也
。
是
よ
り
三
里

程
に
し
て
対タ

イ

面メ
ン

石
と
て
二
ツ
あ
り
。
則
権
現
の
座
、
大
師
の
座
也
。
大
師
此

処
ニ
至
り
給
ふ
時
、
守シ

ヨ

護ゴ

神
（
龍
神
夜
叉
神
）
礙サ

ワ
リを

な
し
て
留

ト
ヽ
メ
ンと

す
。
四
山

鳴メ
イ

動ト
ウ

し
氷ヘ

ウ

雹バ
ク

石イ
ワ

を
催ク

タ
ク。

偏ヒ
ト
ヘニ

黒
闇
と
す
。
大
師
ハ
石
上
ニ
座
し
定

ジ
ヤ
ウ

印イ
ン

に
安
住

し
給
ふ
。
暫

シ
ハ
ラ
ク

有
て
風
鎮シ

ツ
マり

天
晴ハ

レ

四
面
明ア

キ
ラか

成
事
元モ

ト

の
如
し
。
爾

シ
カ
ウ
シ
テ

后ノ
チ

権
現

石
上
ニ
現ケ

ン

し
た
ま
ふ
（
八
大
金
剛
童
子
也
）。
大
師
ニ
向
て
上
火
の
作サ

法ホ
ウ

軌キ

則ソ
ク

を
悉
く
説ト

キ

授サ
ツ
ケ

給
ふ
（
此
所
の
ふ
し
ぎ
ハ
秘
密
故
不
レ
宣ノ

ベ

）。
大
師
は
教
の

如
く
其
儘
立
帰
り
上
火
行
を
修シ

ヨ

し
給
ふ
也
。
上
火
の
作
法
ハ
甚ジ

ン

深シ
ン

秘ヒ

密ミ
ツ

の
炉ロ

壇（
８
）の

故
に
灌

ク
ハ
ン

頂デ
ウ

の
儀キ

式
也
。
是コ

ノ

故
に
境ケ

ウ

地
を
え
ら
む
事
第
一
也
。
依
之
高
山

ニ
上
て
見
定
給
ふ
也
（
則
今
護
摩
壇
是
な
り
）。
則
八
葉
の
中
台（

９
）を

以
て
火

炉ロ

と
す
る
曼マ

ン

茶タ

〔
荼
〕
羅ラ

之ノ

中
央ハ

ウ

の
故
に
相
応
之
地
見
給
ふ
也
。
則
此
注
連

寺
之
境ケ

フ

地
ハ
八
方
ニ
峯
立
連ツ

ラ
ナり

八
葉
の
地
也
。
此
故
に
此
所
に
来
り
結ケ

ツ

界カ
イ

し

地（

マ

マ

）

を
地
を
そ
ゝ
き
、
八
葉
中
台
ニ
壇タ

ン

を
立
、
火
炉ロ

に
定
め
、
金
剛
童
子
の
教

の
如
く
形カ

タ
チを

改ア
ラ
タめ

七シ

メ
五
三
、
冠
、
上
衣
、
梵
天
等
の
軌キ

則ソ
ク

を
調
へ
始
て
上
火

を
行
ひ
給
ふ
也
。
此
時
の
姿
軌
則
作
法
を
今
ノ
世
ニ
伝
て
以
て
し
め
す
事
に

て
候
。
其
地
を
灑

ソ
ヽ
ク

閼ア

伽カ

水ス
イ

ハ）
（1
（

今
の
三サ

ン

胡ゴ

水
也
。
其
軌
則
之
残
ハ
今
の
七
五
三

懸
桜
也
。
其
中
台
の
炉ロ

壇タ
ン

ニ
湯
殿
権
現
を
勧
請
し
て
新
山
権
現
と
示

シ
メ
シ

置ヲ
キ

給
ひ

候
。
上
火
ノ
炉
壇
を
見
給
ふ
。
高
キ
山
ハ
今
の
護
摩
壇
也
。
大
師
ハ
末
世
の

為
ニ
上
火
執
行
の
地
を
見
定
給
ふ
時
、
大
魔
有
て
悪
気
を
出
し
て
妨

サ
マ
タ
ケ
ンと

す
。

其
儘
置
ハ
悪ア

シ

か
ら
ん
と
思
召
て
降ゴ

ウ

伏フ
ク

ノ
護
摩
を
執
行
し
給
ふ
也
。
是
を
護
摩

壇
と
申
候
。
閼ア

伽カ
ノ

水ミ
ツ

ハ
独ト

ツ

胡コ

加
持
の
水
也
。
今
に
独
胡
水
と
云
是
也
。
独
胡

ハ
摧サ

イ

破ハ

ノ
功
あ
り
。
魔マ

障シ
ヤ
ウを

摧
伏
の
故
也
。
護
摩
壇
よ
り
此
寺
中
を
見
れ
ハ

目
前
也
。

一　

三
胡
水
是
上
火
執
行
の
閼
伽
水
に
て
三
胡
加
持
之
水
也
。
三
胡
ハ
増ゾ

ウ

長
の

功
あ
り
。
延ノ

ベ

た
す
く
る
徳
也
。
依
之
天
下
泰
平
息
災
増
益
の
護
摩
所
則
当
寺

の
旧
跡
に
て
候
（
独
古
〔
胡
〕
水
ハ
護
摩
壇
、
五
古
水
ハ
地
獄
ニ
有
）。
此

三
胡
水
ニ
種
〻
の
異

コ
ト
ナ
ル

事
あ
り
。
時
〻
天
燈
下
り
て
水
の
上
を
照
す
事
あ
り
。

又
汚ケ

カ

レ
た
る
女
人
の
影
水
ニ
移
れ
ハ
五
日
七
日
水
不
出
事
あ
り
。
又
此
水
之

入
ル
池
ニ
も
田
に
も
魚
類
な
し
。
亦
甘カ

ン

露ロ

下
り
て
水
の
辺ホ

ト

り
の
草
木
に
か
ゝ

る
事
年
〻
あ
り
。
此
甘
露
下
る
時
ハ
独
古
〔
胡
〕
水
ニ
も
五
古
水
に
も
必
ス
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同
時
ニ
下フ

ル

事
誠
ニ
妙
也
。
大
師
加
持
之
奇キ

特ト
ク

な
ら
ん
と
也
。
五
古
水
ハ
則
五

味
也
。
御
山
之
内
地
獄
ニ
あ
り
。
五
古
ハ
則
五
仏
五
方
ニ
て
五
味
也
。
地チ

獄コ
ク

餓カ

鬼キ

畜チ
ク

生
修シ

ヨ

羅ラ

人ニ
ン

道ト
ウ

之
五
趣シ

ヨ

之
有ウ

情ゼ
ウ

を
度ド

セ
ン
為
也
。
大
師
之
加
持
水
ハ
以

上
三
ヶ
所
也
。
又
護
摩
所
ハ
二
ヶ
所
也
。
謂

イ
ハ
ク

護
摩
壇
と
当
寺
と
な
り
。
降
伏

（
護
摩
壇
）、
息
災
増ゾ

ウ

益ヤ
ク

の
上
火
執
行
（
当
寺
な
り
）
此
外
ニ
な
き
也
。

此
網
中
ニ
五
ヶ
村
あ
り
。
関セ

キ

谷ヤ

、
上
村
、
中
村
、
七シ

メ
カ
ケ

五
三
村
也
。
四
ヶ

村
の
者
ハ
鳥テ

ウ

獣チ
ウ

を
食
す
。
七シ

メ
カ
ケ

五
三
村
の
者
ハ
同
火
を
も
食
す
れ
ハ
必
ス

悪
し
。
此
故
ニ
汚

ケ
カ
ハ
ラ

敷
時
ハ
軽
井
沢
ト
云
ニ
滝
有
。
此
水
を
汲
て
家
内

又
身
ニ
灑ソ

ヽ

ク
な
り
。
皆
三
古
水
を
以
て
常
に
用
ル
ゆ
へ
也
。

一　

七
五
三
懸
桜
、
湯
殿
山
上
火
別
行）

（（
（

の
根
本
に
て
候
。
大
師
上
火
執
行
の
軌

則
作サ

法
を
残
し
置
給
ふ
印
の
木
也
。
此
桜
に
印
し
置
給
ふ
故
に
、
今
の
世
に

至
ル
ま
て
多
く
の
人
に
示シ

メ

し
与ア

タ

へ
て
性
身
の
大
日
如
来
を
拝
し
奉
り
二
世セ

の）
（1
（

願ク
ハ
ンを

と
ぐ
る
也
。
依
之
此
三
古
水
と
七
五
三
懸
桜
ハ
別
行
の
根
本
、
当
寺
の

元
祖
に
て
候
。

一　

梵
天
是
ハ
幢ド

ウ

旗キ

也）
（1
（

。
梵
世）

（1
（

に
准

ジ
ヨ
ン

擬ギ

す
る
謂イ

ワ
レニ

而
梵
天
と
云
也
。
七
五
三
も

又
彼
土
の
行
者
ニ
准ジ

ヨ
ンス

。
梵
世
ハ
世
火
也
。
此
行
ハ
上
火
也
。
内
証
ハ
各
別

な
れ
と
も
共ト

モ

に
火
ノ
行
成
故
に
外

ク
ハ
イ

儀ギ

ハ
相
准
ス
。
下
モ
に
宣

ノ
フ
ル

如
く
、
或
人
の

云
、
此
行
ニ
付
て
一
切
の
道
具
食
物
を
も
名
を
別
に
呼ヨ

フ

事
い
か
ん
と
云
に
、

是
所イ

ワ

謂ヨ
ル

別
行
と
云
ニ
付
て
後
の
人
才
覚
な
ら
ん
と
な
り
。

一　

上
火
と
ハ
甚ジ

ン

深シ
ン

秘ヒ

蜜ミ
ツ

〔
密
〕
之
奥ヲ

ヽ

義ギ

、
附フ

法
相
承ジ

ャ
ウ

之）
（1
（

火
に
て
候
。
此
上

火
の
行
を
則
湯
殿
山
之
別
行
と
申
候
。
依
之
他
山
他
寺
ニ
無
之
義
は
漸ゼ

ン

〻
申

来
ル
通
也
。
就ツ

イ
テレ

之
世
に
誤
る
事
多
き
故
に
略ホ

ヾ

可コ
レ
ヲレ

宣ノ
ブ

レ
之ベ

シ

。
先
常
住
之
火
と

云
有
。
是
世
間
之
常
住
ニ
て
無
常ジ

ヤ
ウ

之
火
な
り
。
他
山
に
有
之
。
是
上
火
と

心
得
べ
か
ら
す
。
今
此
上
火
ハ
為イ

上
〻
之
上
火
也
。
最
上
之
上
火
也
。
無ム

有ウ

上
之
上
火
也
。
又
切
火
ト
云
ニ
付
て
紛

マ
キ
ル
ヽ

事
あ
り
。
在
家
仮カ

リ

爾ソ
メ

ニ
火
を
改
ル
。

是
切
火
也
。
亦
楡ヨ

柳リ
ウ

の
火
（
春
ハ
楡
柳
ノ
火
、
夏
ハ
束
束
〔
朿
朿
〕
杳
ノ

火
、
季
夏
ハ
桑
垢
火
、
秋
ハ
禰
楢
ノ
火
、
冬
ハ
槐
檀
ノ
火
）
是
切
火
也
。
大

峯
役ヱ

ン

之
行
者
の
石
中
よ
り
切
出
し
た
る
と
云
鑽キ

リ

火
あ
り
。
或
所
ニ
ハ
不
動
之

肘ヒ
ヂ

を
切
て
出
し
た
る
と
云
鑽キ

リ

火
あ
り
。
如
斯
き
り
火
と
云
事
多
し
。
今
此
上

火
を
も
き
り
火
と
云
名
有
事
ハ
、
法
身
ノ
智
火）

（1
（

と
ハ
凡ボ

ン

見ケ
ン

ニ
不
レ
及
、
唯ユ

イ

仏

与
仏
之
照
見
火
な
る
を
大
師
感カ

ン

得ト
ク

有
て
、
自
性
本
具
之
火
ヲ
衆シ

ヨ

生ゼ
ウ

に
授ジ

ヨ

与
し

給タ
マ
ヘハ

改
ア
ラ
タ
メた

る
理

コ
ト
ハ
リ

也
。
是コ

ノ

ゆ
へ
に
切
火
之
名
あ
り
。
然
レ
共
法
身
自
性
を
改

メ
さ
る
火
の
故
に
上
火
也
。
此
理コ

ト
ハり

を
不
レ
弁
、
き
り
火
と
云
名
に
迷
ふ

て
、
或
ハ
寺
社
之
火
ハ
此
行
者
も
不
苦
抔
ト
云
て
妄ミ

タ

り
に
用
る
事
あ
り
。
是

上
火
と
云
元モ

ト

を
不
知
ゆ
へ
也
。
深ジ

ン

達タ
ツ

の
人
あ
ら
ハ
自
制セ

イ

し
て
元モ

ト

に
か
へ
る
べ

し
。
湯
殿
山
之
上
火
ト
云イ

ヽ

、
切
火
と
云イ

ヽ

、
全
く
一
火
に
し
て
法
身
之
智
光

也
。
十
地
因イ

ン

満マ
ン

之
菩
薩）

（1
（

も
見ケ

ン

聞モ
ン

す
る
事
な
き
微ミ

妙メ
ウ

幽ユ
ウ

玄ケ
ン

の
火
也
。
然
ル
に
大

師
ハ
五
濁ヂ

ヨ
ク

悪ア
ク

業ゴ
ウ

之
有ウ

情シ
ヤ
ウも

自
身
本
具
之
智
光
ニ
契カ

イ

達ダ
ツ

す
る
事
ハ
な
く
、
無

明
の
闇ア

ン

夜
に
淪

シ
ツ
ム

事
を
あ
わ
れ
ミ
、
仏
智
深ジ

ン

奥ヲ
ウ

の
火
を
授サ

ヅ

け
給
ふ
也
。
然
レ
ハ

則
此
行
を
脩シ

ヨ

す
る
者
ハ
は
げ
ま
す
し
て
自
然
に
法
性
法
身
之
智
躰
ニ
至
ル
と

可
知
也
。
然
ル
処
に
我
等
如
き
の
あ
さ
〳
〵
敷
心
に
て
、
切
火
と
云
に
ま
ぎ

れ
て
寺
社
の
火
抔
を
以
お
ろ
そ
か
に
行
を
す
る
と
聞キ

コ
ウる

。
是
不ル
レ
勤
に
ハ
し

か
し
。
切
火
ノ
名
も
中
興
以コ

ノ

来カ
タ

な
ら
ん
か
。
当
寺
之
火
ノ
証
文
に
ハ
上
火
と

斗
あ
り
て
鑽キ

リ

火
の
名
ハ
な
き
な
り
。
但
法
身
之
智
火
ト
云
事
誤
り
思
ふ
事
な

か
れ
。
何
そ
軽
〻
敷
義
を
以
て
大
師
一
法
之
建
立
し
給
は
ん
や
。

一　

十
王
峠
古
来
湯
殿
山
之
一
ノ
闃

キ
ト（
マ
マ
）と）
（1
（

申
也
。
是
当
山
ハ
曼マ

ン

茶タ

〔
荼
〕
羅ラ

之

標ヘ
ウ

識ジ

ニ
て
十
界
具ツ

フ
サに

備ソ
ナ

へ
た
る
ゆ
へ
に
五
道
之
大
臣）

（1
（

、
十
殿
之
主シ

ヨ

宰サ
イ

、
双
王

之
在
所
を
表ヲ

モ
テに

顕
し
候
故
ニ
当
寺
之
旧キ

ウ

規キ

な
り
。

一　

大
師
当
寺
に
住
し
給
ふ
事
ハ
上
火
執
行
也
。
然
レ
ハ
御
装シ

ヤ
ウ

束ソ
ク

常
に
替
る

べ
し
。
然
ル
に
今
開
山
堂
之
御ミ

影ヱ
イ

ハ
常
之
御
姿
也
。
い
か
ん
と
云
に
或
人
語

て
云
、
八
大
金
剛
童
子
現ケ

ン

瑞ズ
イ

の
像
か
上
火
行
之
姿
成
ゆ
へ
に
自
身
ハ
不
改
、

常
之
姿
ニ
な
し
置
給
ふ
と
也
。
実マ

コ
トニ

し
か
る
べ
し
（
往
古
に
ハ
八
大
金
剛
童

子
之
像
権
現
堂
に
あ
り
）。
扨
今
有
御ミ

影ヱ
イ

ハ
天
正
之
頃
再
興
に
て
多
く
朽ク

チ

損
ソ
ン
ジ

け
る
を
造
り
継
、
御
手
膝ヒ

ザ

所
〻
新ア

タ
ラ

敷
也
。
彩サ

イ

色シ
キ

等
も
田イ

ナ
カ舎

故
に
元モ

ト

に
不ル
レ

似
事
と
也
。

一　

或
人
云
、
此
行
之
初
に
垢コ

離リ

を）
11
（

し
て
身
を
浄キ

ヨ

メ
、
亦
上
火
ニ
付
ゆ
へ
に
平

Artes Liberales No. 112, 202323



火）
1（
（

を
断タ

チ

て
、
上
衣
、
冠
り
、
七シ

五メ

三
を
着
し
、
上
火
を
食
す
る
。
於
レ
理
し

か
る
べ
し
。
其
上
に
又
日
を
重
ネ
断
食
し
或
ハ
塩
を
断タ

チ

、
又
日
〻
百
度
千
度

垢
離
を
重

カ
サ
ヌ
ル

事
い
か
ん
と
云
に
謂イ

ハ
ク、

垢
離
を
重
ネ
断タ

ン

食
し
塩
断タ

チ

し
て
は
け
む

事
、
信
心
勇
猛モ

ウ

故
に
て
勤
也
。
ヶ
様
之
事
も
仏
の
説ト

キ

に
て
候
。

蘇
婆
呼
経ニ

云）
11
（

、
金
剛
菩
薩
之
曰
、
念
誦シ

ヨ

之
人
起キ

首シ
ヨ

し
て
求ル
二
悉
地
一
者
ハ

応
レ
具
二
八
形ヲ

〔
戒
〕
一
、
或
ハ
二
三
日モ

又
須
二
断
食
一
、
然
し
て
後ニ

作リ
二
成

就
之
法ヲ
一
。
我
所
レ
出
之
語
ハ
不
下
為
二
心
浄
一
故ニ

教
て
令
中
断
食
上
。
但
し

衆
生
ハ
以
レ
皮ヲ

纒チ

縛タ

血チ

肉ニ
ク

髄ズ
イ

脳ノ
ウ

肝カ
ン

膽タ
ン

腸シ
ヤ
ウ

胃イ

心
腎ジ

ン

脾ヒ

肺ハ
イ

脂シ

膩ニ

痰タ
ン

膜マ
ク

屎シ

尿ネ
ウ

種

〻
の
穢ヱ

物
を
常
に
流
て
不
レ

停
ト
ヽ
マ
ラ
ス。

如
レ
是
身
ハ
地
水
火
風
仮カ

リ

に
合カ

ツ

し
成

シ
ヤ
ウ

立ス

。
如
三
四
ノ
毒
蛇
を
置

ヲ
ク
カ

二
一ツ

ノ
箱ニ
一
。
欲
レ
令
二
彼
等
之
屎シ

尿ネ
ウ

涕テ
イ

唾タ

之
臭シ

ウ

穢ヱ

不
一レ
出
、
故ニ

為タ
メ

に
遣
二
断
食
一
。
非
〔
下
〕
為
〔
レ
〕
妨
〔
レ
〕
道
之
一
〔
取
る
〕

〔
而
〕
遣
上
〔
レ
〕
断
已
〔
上
〕
と
。
穣

ジ
ヤ
ウ

塵ク

利リ

童
子
経ニ

曰）
11
（

、
修
行
者
欲ス
三
成
就
二

せ
ん
と
此
法ヲ
一
、
先
断チ
二
五
辛ヲ
一
、
不
レ
食
レ
塩
不
レ
食
レ
油ヲ

、
断チ
レ
語
を
於

一
之
浄
所ニ

、
三
時ニ

澡サ
ウ

欲ヨ
ク

し
三
時ニ

換カ
ヘ

レ
衣ヲ

、
結ヒ
レ
印
誦

シ
ヨ
ス
レ
ハ

二
随
心
之
真
言
一

万
遍ヲ
一
、
則
行
法
成
就
ス
。
於テ
二
一
切
之
事ニ
一
必ス

獲
成
就ヲ

矣
。
瞿ク

醯ケ
イ

経ニ

云

謂ク

、）
11
（

換カ
ヘ
レ
ハレ

衣ヲ

是
外
潔キ

ヨ
シ、

断ハ
レ
食ヲ

是
内
き
よ
し
。
若
内
外
浄キ

ヨ
クき

よ
け
れ
ハ

所
レ
得ウ

ル

之
果
報
微ミ

妙メ
ウ

第
一
。

生
を
受
た
る
身
ハ
、
皮
ひ
と
へ
を
以
て
筋
骨
肉
、
其
間
ニ
ハ
臓
腑フ

有
て
食
物

を
包
ミ
置
、
其
食
熟
し
て
屎ク

ソ

尿イ
ハ
リ

涕ナ
ミ
タ

唾ツ
ハ
キ

津ツ

痰タ
ン

口
ニ
出
、
耳
目
之
汁シ

ル

滓カ
ス

、
身

ニ
ハ
汗ア

セ

液シ
ツ
ク

間ヒ
マ

な
く
出
ル
也
。
ヶ
様
成
臭ク

サ

キ
穢ケ

カ
レを

洗
ア
ラ
イ

浄キ
ヨ

メ
仏
前
に
可
向
。
故

に
殊コ

ト

ニ
仏
の
説
キ
給
ふ
也
。
断
食
塩
断
ハ
不
浄
を
出
ス
ま
し
き
為
也
。
況

イ
ハ
ン
ヤ

又
五
辛
肉
食
抔
ハ
罪
障
の
極
ニ
成
べ
し
。
可
二
禁キ

ン

示シ

之ヲ
一
第
一
也
。
依
之
当

寺
古
来
之
書
ニ
ハ
、
此
上
火
之
行
を
授
る
前
行
之
時
、
三
帰キ

五）
11
（

戒
を
授
て
五

辛
酒
肉
を
禁
制
す
る
也
。
今
時
ハ
翻

カ
ヘ
ツ
テレ

之ニ

酒
興
を
催
ス
同
行
を
誘ミ

チ
ビク

也
。
願

ク
ハ
内
外
清
浄
ニ
信
心
を
以
て
勤
た
き
事
也
。
又
断
食
も
偏
ニ
臭

ク
サ
キ

汚ケ
カ
レの

な
き

為
斗
に
も
あ
ら
す
。
西サ

イ

域イ
キ

伝
ニ）

11
（

南
海
之
浜
に
有
二
山
寺
一
。
観
世
音
菩
薩
常

ニ
止リ
二
其
中
一
給
ふ
。
随
而
念
ス
ル
者
あ
れ
ハ
、
随
而
応
ず
る
事
如
レ
響

ヒ
ヽ
キ
ノ。

無
二
〔
レ
〕
不ザ

ル
〔
二
〕
感カ

ン

赴フ
セ

一
。
若
山
寺
に
至
て
断
食
を
七
日
す
れ
ハ
、
則
見
二
聖 

者ヲ
一
親マ

ノ

為ア
タ
リに

説
法
す
。
良ヤ

ヽ

〻
以
て
す
れ
ハ
、
断
食
ハ
心
猛
成
か
故
に
使

ナ
ラ
シ
ム

二
感カ

ン

見ケ
ン

通ツ
ウ

明メ
ウ

一
也
。
是
猛タ

ケ

キ
心
ヲ
以
て
強コ

ウ

勝シ
ヤ
ウに

修
す
れ
ハ
、
寝
食
を
忘ワ

ス

レ
、
然
レ

ハ
則
感
応
可
レ
爾シ

カ
ルな

り
。

一 

因チ
ナ
ミ

書
ス
。
大
師
此
寺
ニ
留ト

ヽ
マり

給
ふ
印
ニ
古
キ
書
に
三
十
三
尊
廿
一
種シ

ヨ

と
云

事
あ
り
。
万バ

ン

般〳
〵

に
御
手
を
つ
け
給
ふ
物
又
ハ
旧
跡
ま
て
を
其
種シ

ヨ

類ル
イ

と
す
れ

ハ
、
三
古
水
、
七
五
三
懸
桜
ハ
寺
内
之
旧
規
也
。
縦

タ
ト
ヘ

他
所
に
有
之
旧
跡
成
共

開カ
イ

闢ヒ
ヤ
ク

之
時
分
は
皆
以
て
当
寺
之
旧
跡
と
成
べ
き
間
、
飯
盛
山
、
大
梵
字
川
、

鳥
井
河
原
、
細
声
の
岩
屋
、
見
付
野
、
出テ

離キ
リ

石
、
対タ

イ

面メ
ン

石
、
五
古
水
、
護
摩

壇
、
独
古
水
、
是
皆
大
師
之
御
跡
也
。
又
御
袈ケ

裟サ

（
小
五
条
蜀
江
ノ
錦
也
）、

御
将
来
之
須シ

ヨ

弥ミ

之ノ

図
（
此
二
ツ
今
に
あ
り
）、
又
上
火
を
執
行
し
給
ふ
時
之

上
衣
ハ
中
頃
迄
有シ
レ
之
よ
し
、
当
寺
之
筆
跡
あ
り
。
然
レ
ハ
七シ

五メ

三
、
冠
、

梵
天
等
も
可
有
。
是
其
数
と
す
べ
し
。
其
外
ニ
理リ

趣シ
ヨ

経
、
大
黒
天
之
板ハ

ン

、
六

字
之
板
（
剣
ノ
名
号
）、
此
三
種
も
二
十
一
種
の
内
成
べ
き
か
（
今
に
有
）。

亦
三
十
三
尊
ハ
権
現
堂
之
本
尊
大
日
如
来
（
則
今
の
本
尊
也
。
是
破
損
し
て

貞
享
之
年
京
に
て
再
興
ス
）。
上
品
之
弥
陀
如
来
（
文
和
年
中
之
火
事
に
此

仏
即
時
に
失
せ
給
ふ
。
後
堂
再
興
之
時
出
給
ふ
也
。
今
に
あ
り
）、
不
動
明

王
（
此
明
王
ハ
今
他
所
ニ
ア
リ
）、
三
面
大
黒
天
、
不
動
絵
像
（
今
に
あ

り
）、
扨
五
智
ノ
如
来
（
古
へ
に
有
之
。
今
ハ
其
堂
地
斗
也
）、
八
大
金
剛
童

子
之
像
（
此
像
古
来
権
現
堂
之
内
ニ
有
之
事
、
往
〻
之
書
に
残
り
あ
り
）、

此
外
ニ
彼
是
と
い
へ
共
多
く
ハ
名
も
慥タ

シ
カな

ら
す
。
両
度
之
失
火
、
亦
乱
世
の

時
失
む
。

一　

今
ノ
二
王
、
鐘
、
位
牌
堂
ハ
新
造
也
。
昔
之
仁
王
門
之
立
所
今
ニ
残
れ

り
。
位
牌
堂
之
事
沙
汰
無
之
と
い
へ
共
日
牌
月
牌）

11
（

之
帳
あ
り
。
鐘
の
事
往
古

之
鐘
（
文
和
ノ
年）

11
（

炎
上
ニ
池
ニ
入
て
不
出
）、
我
先
住
宗セ

ウ

察サ
ツ

上
人）

11
（

鐘
無
之
事

を
憂ウ

レ
ヘて

鋳
造
せ
ん
と
思
ひ
、
古
キ
簠

カ
ハ
コ

を）
11
（

見
給
ふ
時
、
鐘
の
名メ

イ

作サ
ク

の
草
案ア

ン

悉
く

破
れ
て
少
し
残
有
。
謂
、
奧
州
出
羽
之
安ア

ン

〔
按
〕
察サ

ツ

使シ

兼
右
大
弁
従
四
位
下

大
伴ト

モ

ノ
宿ス

ク

禰ネ

武
蔵
守
国
光
公）

1（
（

、
苅
田
之
郡
ニ
住
し
鐘
を
当
寺
ニ
寄ヨ

ス
也
。
二

百
余
年
に
て
破ハ

摧ザ
イ

す
。
絶
タ
ル
事
尚ヒ

サ

し
。
其
跡
ヲ
補

ヲ
キ
ナ
イ

鋳ル
レ
之ヲ

也
。
住
持
幸コ

ウ
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存ゾ
ン

坊
法
印
道ト

ウ

融ユ
ウ

、
宝
治
之
年）

11
（

也
。
是
を
求
出
し
て
適

チ
ヤ
ク

悦ヱ
ツ

無
レ
限
也
。
其
道
融

鋳
造
之
鐘
は
文
和
年
中
ニ
火
失
あ
り
、
寺
内
不
残
鐘
も
池
ニ
沈
入
ル
也
。

自シ
カ
シ
ヨ
リ爾

以コ
ノ
カ
タ来

鐘
無
レ
之
。
依
之
宗
察
是
を
造ツ

ク

ら
ん
と
お
も
ひ
、
試

コ
ヽ
ロ
ミに

先
ツ
小

鐘
を
鋳
て
翌
年
是
を
企

ク
ワ
タ
ツル

に
至
て
有
レ
障
、
所
願
不
レ
満
し
て
同
年
七
月
化

し
給
ふ
也
。
爰
ヲ
以
テ
予
貞テ

ウ

享
乙キ

ノ
ト

丑
年）

11
（

七
月
廿
八
日
於
二
越
後
之
国
妻ツ

マ

有

之
庄
水
沢
村ニ
一
鋳
二
造
之ヲ
一
畢
。
則
今
之
鐘
也
（
其
文
和
之
火
に
権
現
堂
残

り
、
上
品
之
弥
陀
、
大
日
如
来
残
り
給
ふ
な
り
）。
其
後
文
禄
元
年）

11
（

之
冬
臘

月
十
七
日
権
現
堂
焼
失
ス
（
此
時
上
品
之
弥
陀
失
ス
。
大
日
如
来
の
事
沙
汰

な
く
知シ

レ

ぬ
。
破
れ
て
器

ウ
ツ
ワ
モ
ノニ

入
て
置
な
ら
ん
）。
而

シ
カ
ウ
シ
テ

后ノ
チ

寛
永
廿
年）

11
（

之
頃
、
住

持
宗
長
法
印
、
藤
堂
大
学
頭）

11
（

殿
之
助
力
を
以
て
造ゾ

ウ

興コ
ウ

ス
。
地
形
之
時
件ク

タ
ンの

炭

灰ハ
イ

の
上
ニ
上
品
之
弥
陀
出
現ケ

ン

す
。
遠ヱ

ン

近キ
ン

之
貴キ

賤セ
ン

感
動
ス
（
今
現
に
在
ス
な

り
）。
扨
大
日
如
来
ハ
悉
く
損ソ

ン

シ
在イ

マ

ス
。
貞
享
之
年）

11
（

於テ
二
京
都ニ
一
再サ

イ

補ホ
シ

奉
り
、

今
権
現
堂
ニ
安ア

ン

置チ

ス
。
如
斯
火
難
或
ハ
乱
国
ニ
少
々
残
り
有
も
不
思
議
也
。

又
元
禄
四
年）

11
（

六
月
廿
三
日
之
夜
寺
院
回ク

ハ
イ

禄ロ
ク

ス）
11
（

。
法
具
世
具
皆
失シ

ツ

ス
。
雖
レ

然ト

本
尊
幷
什ジ

ウ

物
之
櫃ヒ

ツ

出
ル
。
堂
社
ハ
無
難
。

一　

観
音
堂
、
此
本
尊
ハ
林
丘キ

ウ

寺
之
宮）

11
（

の
御
作
也
。
寛
永
法
皇
之
御
姫
宮
ニ
て

緋ア
ケ

の
宮
と
申
奉
る
。
修シ

ヨ

学
寺）

1（
（

之
山
内
ニ
御
殿
有
、
林
丘キ

ウ

寺
比ビ

丘ク

尼ニ

御
所
也
。

法
之
御
諱ミ

ナ

ハ
照
山
元
瑶ヨ

ウ

と
申
奉
り
、
寛
永
法
皇
ハ
後
水
尾
院
也
。
御
母
公
ハ

御ミ

櫛ク
シ

笥ゲ

公）
11
（

、
御
法
名
ハ
逢
春
門
院
也
。
貞
享
丙ヒ

ノ
ヘ

寅
之
年）

11
（

ニ
御
父
王
之
第
七

回
忌
、
御
母
公
之
御
一
周
忌
也
。
両
尊
霊
御
菩
提
ニ
一
會ゲ

〔
夏
〕
九
旬）

11
（

以テ
二

樒シ
キ
ミ
ノ

葉ハ
ヲ

一
観
音
之
名
号
を
書
抹マ

ツ

し
て
香
ト
シ
膠

ニ
カ
ハ
ウ
ル
シ

漆
を
以
て
和
埋
し
て
、
立
像

三
寸
之
正
観
音
数
十
躰
造
し
給
ふ
也
。
此
年
住
持
宗
恩ヲ

ン

上
京
し
て
上
人
号
を

奉
願
参

 

内
す
。
有テ
レ
縁
林
丘
寺
之
御
殿
ニ
被
召
出
な
り
。
依
之
香
仏
之
観
音
奉
二
頂テ

ウ

戴タ
イ

一
、
両
尊
霊
之
御
法
名
御
真シ

ン

翰カ
ン

を
以
て
被ル

ヽ
二
成
下
一
な
り
。
則
帰キ

寺ジ

而シ
テ

堂
を

建
奉ル
二
安
置
一
。
両
尊
霊
の
御
位
牌
を
本
尊
之
両
傍ホ

ウ

に
奉
備ソ

ナ

へ
畢

ヲ
ハ
ン

ぬヌ

。

一　

此
寺
往イ

ニ

古シ
ヘ

ニ
ハ
出
羽
守
長
盛
公）

11
（

之
時
、
田
面
六
千
苅
之
黒
印）

11
（

な
り
。
兵
乱

ニ
ハ
二
騎
之
馬
上
兵
士
ヲ
出
ス
と
也
。
其
出
陣
之
者
之
子
孫
今
に
有
。
宮
田

供ク
ウ

田
等
之
名
田
あ
り
。
其
黒
印
ハ
正
保
之
年）

11
（

失
ス
。
長
盛
公
之
後
代
ニ
も
寺

領
ノ
事
度
〻
あ
り
。
乱
逆
之
時
、
無
住
持
之
事
多
き
故
に
終ツ

イ

に
寺
領
失
ぬ
。

 

右
は
権
現
堂
香
花
之
者）

11
（

之
時
〻
参
詣
之
貴
賤
旧
規
古
来
を
回
尋
る
者
あ
り
。

欲ス
レ
知
レ
之ヲ

。
膺ア

タ
ルレ

理リ
ニ

に
な
り
。
則
採サ

イ
〔
二
〕
摘デ

キ

古
キ
書
〔
一
〕
与ア

タ
フレ

之ヲ

。
是
豈ア

ニ

掩ア
ン

耳
）
11
ニ（

之
為セ

ン
二
面
印ト
一
や
。
元
禄
六
年）

11
（

之
春
也
。

　
　
　
　

文
化
九
年
五
月
下
旬
改
書
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
城
ノ
士　
　

富
樫
久
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
食
行
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鐵
門
海

　

注
（
１
）
上
火
之
行
法
…
上
火
を
き
り
出
す
作
法
。
上
火
と
は
一い

っ

世せ

行ぎ
ょ
う

人に
ん

に
よ
っ
て
き
り
出
さ

れ
た
清
浄
な
火
の
こ
と
。
な
お
、
羽
黒
山
で
は
常
火
と
言
う
。

（
２
）
法
性
法
身
の
…
真
理
を
身
体
と
し
て
い
る
永
遠
の

（
３
）
値
遇
…
仏
に
会
う
こ
と
。

（
４
）
世
火
…
世
俗
の
火
。

（
５
）
阿
毗
（
毘
）
羅
吽
欠
…
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
真
言
。

（
６
）
有
為
妄
想
顚
倒
し
て
…
因
縁
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
現
象
界
で
妄
想
を
働
か
せ
、

真
理
に
も
と
っ
て
い
て

（
７
）
六
趣
…
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
の
六
道
の
こ
と
。

（
８
）
炉
壇
…
護
摩
木
を
た
く
炉
を
置
い
て
あ
る
壇
。

（
９
）
八
葉
の
中
台
…
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
中
央
に
あ
る
、
八
葉
の
蓮
華
を
四
角
に
囲
ん
だ
区

画
の
中
心
部
。

（
10
）
閼
伽
水
…
仏
に
供
え
る
水
。

（
11
）
別
行
…
特
別
の
行
法
。

（
12
）
二
世
…
現
世
と
来
世
。

（
13
）
幢
旗
…
旗
の
一
種
。
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（
14
）
梵
世
…
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
の
う
ち
の
色
界
の
諸
天
（
婬
欲
と
食
欲
を
は

な
れ
た
生
き
も
の
が
住
む
世
界
）
の
こ
と
。

（
15
）
附
法
相
承
…
伝
授
さ
れ
た
教
え
を
受
け
継
ぐ
こ
と
。

（
16
）
智
火
…
智
慧
の
こ
と
。
煩
悩
を
焼
き
つ
く
す
の
を
火
に
た
と
え
た
も
の
。

（
17
）
十

じ
ゅ
う

地じ

因
満
之
菩
薩
…
菩
薩
の
修
行
の
う
ち
の
、
十
段
階
を
き
わ
め
て
最
高
の
境
地
に

達
し
た
菩
薩
。

（
18
）
闃
…
木
戸
（
要
所
の
門
）
の
こ
と
か
。

（
19
）
五
道
之
大
臣
…
地
獄
に
あ
っ
て
、
五
道
の
衆
生
の
罪
を
裁
く
閻
魔
王
の
臣
下
。

（
20
）
垢
離
…
身
心
の
垢
を
落
と
し
て
清
め
る
こ
と
。

（
21
）
平
火
…
日
常
使
う
火
。

（
22
）
蘇
婆
呼
経
…
『
蘇
婆
呼
童
子
請し

ょ
う

問
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
八
巻
、
密
教
部
、

八
九
五
）
の
こ
と
。
輸
波
迦
羅
（
六
三
七
～
七
三
五
）
が
唐
の
開
元
十
四
年
（
七
二

六
）
に
訳
し
た
も
の
。
引
用
箇
所
の
現
代
語
訳
は
以
下
の
通
り
。

金
剛
菩
薩
が
言
う
こ
と
に
は
、「
心
に
仏
を
念
じ
、
口
に
経
を
唱
え
る
人
が
、
思

い
立
っ
て
悟
り
を
求
め
る
に
は
、
八
形
（
八
戒
の
誤
り
）
を
身
に
つ
け
る
べ
き

で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
二
、
三
日
間
、
さ
ら
に
断
食
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
じ
め
て
成
就
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
語
っ
た
言
葉
は
、

心
を
清
浄
に
す
る
た
め
に
断
食
を
さ
せ
よ
う
と
教
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
、
衆
生
は
皮
膚
に
よ
っ
て
た
ば
ね
ら
れ
て
、
血
・
肉
・
髄
・
脳
・
肝
臓
・

胆
嚢
・
腸
・
胃
・
心
臓
・
腎
臓
・
脾
臓
・
肺
・
脂
膩
・
痰
・
膜
・
屎
・
尿
な
ど

の
液
や
こ
れ
ら
か
ら
出
る
液
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
穢
い
も
の
が
常
に
身
体
の
中

を
流
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
身
は
、
地
・
水
・
火
・
風
が
仮
に
合
わ
さ
っ
て

出
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
四
匹
の
毒
蛇
を
一
つ
の
箱
の
中
に
閉

じ
込
め
て
お
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
衆
生
に
、
屎
・
尿
・
涕
・
唾
な
ど
の
臭

い
穢
れ
を
外
に
出
さ
せ
な
い
た
め
に
、
断
食
を
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

仏
道
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
断
食
を
さ
せ
る
の
で
は
な
い
」
と
。

 

　

こ
れ
は
、
原
文
（『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
巻
中
）
の
つ
ぎ
の
二
箇
所
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。「
念
誦
人
起
首
求
悉
地
者
、
応
具
八
戒
、
或
二
三
日
亦
須
断

食
、
然
後
作
成
就
法
。」「
我
所
出
語
者
、
不
為
心
浄
故
、
教
令
断
食
。
但
諸
衆
生
、

以
皮
纒
縛
血
肉
随
脳
肝
膽
腸
胃
心
腎
脾
肺
、
脂
膩
痰
膜
屎
尿
、
種
種
穢
物
常
流
不
停
。

如
是
之
身
地
水
火
風
仮
合
成
立
。
如
四
毒
蛇
置
之
一
篋
。
欲
令
彼
等
、
屎
尿
涕
唾
臭

穢
不
令
出
故
、
為
遣
断
食
。
非
為
妨
道
而
遣
断
已
」。
こ
こ
か
ら
、『
亀
鏡
志
』
本
文

の
「
八
形
」
は
「
八
戒
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
23
）
穣
塵
利
童
子
経
…
『
観
自
在
菩
薩
化
身
蘘
麌
哩
曳
童
女
銷
伏
毒
害
陀
羅
尼
経
』（『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
二
十
一
巻
、
密
教
部
、
一
二
六
四
）
所
収
の
『
仏
説
穣
麌
梨
童
女

経
』
の
こ
と
。『
観
自
在
菩
薩
化
身
蘘
麌
哩
曳
童
女
銷
伏
毒
害
陀
羅
尼
経
』
は
、
西
域

に
生
ま
れ
て
長
安
に
入
り
、
密
教
経
典
を
多
数
翻
訳
し
、
空
海
も
私
淑
し
て
い
た
不

空
（
七
〇
五
～
七
七
四
）
が
訳
し
た
も
の
。
引
用
箇
所
の
現
代
語
訳
は
以
下
の
通
り
。

修
行
を
す
る
者
が
行
法
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
五
種
類
の
臭
味
の
あ

る
野
菜
を
断
ち
、
塩
と
油
と
を
口
に
せ
ず
、
清
浄
な
場
所
に
お
い
て
は
言
葉
を

発
せ
ず
、
一
日
に
何
回
か
水
浴
し
、
何
回
か
衣
を
替
え
、
手
に
印
を
結
び
、
心

か
ら
の
真
言
を
口
で
一
万
回
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
行
法
は
成
就

し
、
そ
の
上
で
行
っ
た
一
切
の
事
は
、
必
ず
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

　

原
文
は
「
修
行
者
欲
成
就
此
法
、
先
断
五
辛
亦
不
食
塩
不
食
油
、
断
語
於
一
浄
処
、

三
時
澡
浴
三
時
換
衣
、
結
印
誦
随
心
真
言
満
一
万
遍
、
則
行
法
成
就
。
復
作
一
切
事

必
獲
成
就
」。

（
24
）
瞿
醯
経
云
謂
…
こ
こ
で
の
引
用
は
、
頼
瑜
撰
『
薄う

す

草ぞ
う

子し

口
決
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

第
七
十
九
巻
、
続
諸
宗
部
、
二
五
三
五
）
第
十
三
か
ら
孫
引
き
し
た
も
の
で
あ
る
。

頼
瑜
（
一
二
二
六
～
一
三
〇
四
）
は
紀
伊
那
賀
郡
の
豪
族
で
、
奈
良
で
顕
教
を
学
ん

だ
の
ち
高
野
山
、
仁
和
寺
な
ど
で
真
言
を
学
び
、
新
義
真
言
宗
を
別
立
し
て
い
る
。

『
瞿
醯
経
』
は
、
不
空
が
七
四
六
～
七
七
四
年
の
間
に
訳
し
た
も
の
。
引
用
箇
所
の
現

代
語
訳
は
以
下
の
通
り
。

衣
を
換
え
れ
ば
、
外
側
が
清
潔
に
な
り
、
断
食
を
行
う
こ
と
で
、
内
側
が
清
潔

に
な
る
。
も
し
内
側
と
外
側
と
が
と
も
に
清
浄
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
結
果
は
、
こ
の
上
も
な
く
深
遠
で
優
れ
た
も
の
と
な
る
。

 

　

原
文
は
「
瞿
醯
経
中
云
、
換
衣
是
外
潔
、
断
食
是
内
潔
。
若
内
外
浄
潔
、
所
得
果

報
微
妙
第
一
」。

（
25
）
三
帰
…
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
。

（
26
）
西
域
伝
ニ
…
こ
こ
で
の
引
用
は
、
唐
の
道
世
（
？
～
六
八
三
）
編
『
法
苑お

ん

珠
林
』

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
三
巻
、
事
彙
部
・
外
教
部
・
目
録
部
、
二
一
二
二
）

第
六
十
か
ら
孫
引
き
し
た
も
の
で
あ
る
。『
法
苑
珠
林
』
は
、
六
六
八
年
に
成
立
し
た

中
国
最
大
規
模
の
仏
教
百
科
全
書
で
、
日
本
で
も
奈
良
時
代
以
来
重
宝
さ
れ
、
典
籍

の
孫
引
き
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
康
暦
三
年
（
一
三
八
一
）
に
五
山
で
版
行
さ
れ
、

江
戸
時
代
に
も
版
行
さ
れ
て
い
る
。
引
用
箇
所
の
現
代
語
訳
は
以
下
の
通
り
。

南
海
に
面
し
た
海
岸
に
山
寺
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
常
に
観
世
音
菩
薩
が
と
ど

ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
菩
薩
に
従
っ
て
念
ず
る
者
が
い
れ
ば
、
響
き
の
よ
う

に
そ
れ
に
応
じ
、
感
じ
て
、
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
も

し
山
寺
に
来
て
断
食
を
七
日
間
す
れ
ば
、
聖
者
と
お
会
い
し
、
直
接
に
説
法
を

し
て
い
た
だ
け
る
。
断
食
は
心
が
勇
猛
だ
か
ら
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

行
え
ば
、
聖
者
と
感
見
し
て
説
法
に
通
暁
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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原
文
は
「
案
西
域
伝
、
南
海
之
浜
有
山
寺
、
観
世
音
菩
薩
常
止
其
中
。
随
有
念
者

随
応
如
響
無
不
感
赴
。
若
至
山
寺
断
食
七
日
、
即
見
聖
者
親
為
説
法
。
良
以
断
食
心

猛
故
使
感
見
通
明
」。
こ
れ
と
『
亀
鏡
志
』
本
文
と
を
比
べ
れ
ば
、「
使
感
見
通
明
也
」

ま
で
が
引
用
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
27
）
日に

っ

牌ぱ
い

月が
っ

牌ぱ
い

…
日
牌
は
位
牌
の
前
で
毎
日
供
養
す
る
こ
と
。
月
牌
は
月
命
日
に
供
養
す

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
位
牌
。

（
28
）
文
和
ノ
年
…
一
三
五
二
～
五
六
年
の
間
。

（
29
）
我
先
住
宗
察
上
人
…
後
出
す
る
注
連
寺
住
持
を
生
存
の
時
代
（
括
弧
内
）
順
に
並
べ

る
と
、
道
融
（
宝
治
年
間
・
一
二
四
七
～
四
九
年
）、
宗
長
（
寛
永
二
十
・
一
六
四
三

年
）、
宗
察
（
我
先
住
）、
予
（
貞
享
二
・
一
六
八
五
年
、
元
禄
四
・
一
六
九
一
年
、

元
禄
六
・
一
六
九
三
年
）、
宗
恩
（
貞
享
三
・
一
六
八
六
年
）
と
な
る
。
予
と
宗
恩
の

年
が
重
な
っ
て
お
り
、
か
つ
宗
恩
の
「
参
内
」
が
平
出
に
な
っ
て
い
る
（
二
五
頁
上

段
二
三
～
二
四
行
目
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
予
と
宗
恩
は
同
一
人
物
か
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、『
亀
鏡
志
』
の
も
と
と
な
っ
た
注
連
寺
の
縁
起
書
は
宗
恩
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

（
30
）
簠
…
方
形
で
ふ
た
が
つ
い
て
い
る
底
の
浅
い
祭
器
。

（
31
）
大
伴
宿
禰
武
蔵
守
国
光
公
…
伴
国
道
（
神
護
景
雲
二
・
七
六
八
年
～
天
長
五
・
八
二

八
年
）
の
こ
と
か
。

（
32
）
宝
治
ノ
年
…
一
二
四
七
～
四
九
年
の
間
。

（
33
）
貞
享
乙
丑
年
…
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）。

（
34
）
文
禄
元
年
…
一
五
九
二
年
。

（
35
）
寛
永
廿
年
…
一
六
四
三
年
。

（
36
）
藤
堂
大
学
頭
…
津
藩
二
代
藩
主
・
藤
堂
高
次
（
慶
長
六
・
一
六
〇
二
年
～
延
宝
四
・

一
六
七
六
年
、
在
任
は
寛
永
七
・
一
六
三
〇
年
～
寛
文
九
・
一
六
六
九
年
）
の
こ
と
。

（
37
）
貞
享
之
年
…
一
六
八
四
～
八
八
年
の
間
。

（
38
）
元
禄
四
年
…
一
六
九
一
年
。

（
39
）
回
禄
…
火
災
。

（
40
）
林
丘
寺
之
宮
…
林
丘
寺
宮
、
ま
た
緋
宮
（
朱あ

け
の
み
や宮

）。
後
水
尾
天
皇
（
慶
長
元
・
一
五
九

六
年
～
延
宝
八
・
一
六
八
〇
年
、
天
皇
在
位
は
慶
長
十
六
・
一
六
一
一
年
～
寛
永
六
・

一
六
二
九
年
）
の
第
八
皇
女
・
光て

る

子こ

内
親
王
（
寛
永
十
一
・
一
六
三
四
年
～
享
保
十

二
・
一
七
二
七
年
）
の
こ
と
。
林
丘
寺
は
修
学
院
離
宮
内
に
あ
り
、
後
水
尾
上
皇
の

死
後
、
朱
宮
御
所
（
内
親
王
の
た
め
に
造
営
）
か
ら
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
41
）
修
学
寺
…
修
学
院
離
宮
の
こ
と
。

（
42
）
御
櫛
笥
公
…
後
水
尾
天
皇
の
後
宮
・
櫛く

し

笥げ

隆た
か

子こ

（
慶
長
九
・
一
六
〇
四
年
～
貞
享
二
・

一
六
八
五
年
）。

（
43
）
貞
享
丙
寅
之
年
…
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）。

（
44
）
一
會
（
夏
の
誤
り
）
九く

旬
…
僧
が
安
居ご

（
各
地
に
遊ゆ

行ぎ
ょ
うせ

ず
一
か
所
に
留
ま
る
こ
と
）

の
修
行
を
す
る
陰
暦
四
月
十
六
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で
の
夏
の
九
十
日
間
。

（
45
）
出
羽
守
長
盛
公
…
大
宝
寺
長
盛
。
出
羽
の
大
泉
庄
の
地
頭
・
武
藤
氏
の
後
裔
と
さ
れ

る
。
南
北
朝
期
に
長
盛
が
大
泉
庄
内
に
大
宝
寺
城
を
構
え
て
居
住
し
た
。

（
46
）
黒
印
…
黒
印
地
（
黒
印
を
押
し
た
文
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
領
で
あ
る
こ
と
を
認
め

ら
れ
た
土
地
）
の
こ
と
。

（
47
）
正
保
之
年
…
一
六
四
四
～
四
八
年
の
間
。

（
48
）
香
花け

之
者
…
仏
に
香
や
花
を
供
え
に
来
る
人
。

（
49
）
掩
耳
…
耳
を
お
お
う
こ
と
。

（
50
）
元
禄
六
年
…
一
六
九
三
年
。

箇
所

誤

正

2
頁
上
段
4
～
5
行
目
則
此
堂
に
て
候
。

則
此
堂
に
て
候
（
此
寺
後
に
内

を
見
立
給
ふ
事
ハ
委
キ
ゆ
へ
に

爰
ニ
略
ス
）。

同
6
～
7
行
目

御
山
え
来
る
事
は

御
山
え
参
る
事
ハ

同
25
行
目
～
下
段
1
行

目

飯
盛
山
と
云
也

飯
盛
山
と
云
と
也
（
今
に
至
ル

ま
て
佛
器
水
瓶
を
砂
山
よ
り
掘

出
す
也
）。

2
頁
下
段
11
～
12
行
目
番
治
郎
番
太
郎
と
云
二
人
常
に

来
り
後
ろ
に
は
白
犬
を
変
じ
て

大
師
に
先
達
て
け
り
。

又
鑁
治
郎
、
鑁
太
郎
と
云
二
人

常
ニ
来
り
、
後
ニ
ハ
白
犬
と
変

し
て
大
師
に
先
達
て
け
ん
。

同
12
～
13
行
目

八
久
輪
川
の
岸
に

八
苦
輪
川
の
岸
に

同
17
行
目

一
度
此
御
山
へ
来
る
輩
は

一
度
此
御
山
へ
参
る
輩
ハ

同
26
～
27
行
目

白
髭
の
地
蔵
（
さ
が
み
の
ぢ
ざ

う
）

白
髭
の
地
蔵

3
頁
上
段
4
行
目

天
晴
れ
四
面
明
か
に
成
事
元
の

如
し

天
晴
四
面
明
か
成
事
元
の
如

し
。

同
5
行
目

悉
く
説
き
授
け
給
ふ
。

悉
く
説
授
給
ふ
（
此
所
の
ふ
し

ぎ
ハ
秘
密
故
不
宣
）。

正
誤
表
（
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
大
き
な
間
違
い
の
み
を
記
し
た
。）

○
渡
部
留
治
編
著
『
朝
日
村
誌
（
一
）　

湯
殿
山
』（
一
九
六
四
年
）
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箇
所

誤

正

同
13
～
14
行
目

今
の
三
胡
也
。

今
の
三
胡
水
也
。

同
27
行
目

草
木
に
か
ゝ
る
年
々
あ
り
。

草
木
に
か
ゝ
る
事
年
〻
あ
り
。

3
頁
下
段
1
行
目

地
獄
餓
鬼
畜
生
修
羅
人

地
獄
餓
鬼
畜
生
修
羅
人
道

同
5
行
目

此
大
網
中
に
五
ヶ
村
あ
り
。

此
網
中
ニ
五
ヶ
村
あ
り
。

同

下
村
、

七
五
三
村
也
。

同
6
行
目

七
五
三
掛
の
者
は

七
五
三
村
の
者
ハ

同
7
行
目

家
内
乃
身
に
灑
く
な
り
。

家
内
又
身
ニ
灑
ク
な
り
。

同
12
行
目

生
身
の
大
日
如
来

性
身
の
大
日
如
来

同
25
～
26
行
目

無
上
々
の
上
火
也

無
有
上
之
上
火
也
。

同
28
行
目

秋
は
口
楢
の
火
。

秋
ハ
禰
楢
ノ
火
、

4
頁
上
段
5
行
目

不
苦
杯
と
云
て

不
苦
抔
ト
云
て

同
9
行
目

無
明
の
闇
夜
に
沈
む

無
明
の
闇
夜
に
淪

同
13
行
目

是
不
動
に
は
志
か
じ

是
不
勤
に
ハ
し
か
し
。

同
16
行
目

湯
殿
山
之
一
の
木
戸

湯
殿
山
之
一
ノ
闃

同
20
行
目

成
人
語
て
云
、

或
人
語
て
云
、

同
23
行
目

造
り
続
、

造
り
継
、

同
26
行
目

浄
衣

上
衣
、

4
頁
下
段
2
行
目

又
頂
断
食

又
須
断
食
、

同
4
行
目

肝
腸

肝
膽
腸

同
6
～
7
行
目

兆
為
妨
道
之
遣
断
食
己
ト
。

非
為
妨
道
之
遣
断
已
と
。

同
8
行
目

一
一
之
浄
所

一
之
浄
所

同
9
行
目

随
心
之
真
言
一
万
偏

随
心
之
真
言
一
万
遍

同

必
穫
成
就
矣

必
獲
成
就
矣
。

同
10
行
目

ク
ケ
イ
経
曰
。

瞿
醯
経
云
謂
、

同
18
行
目

信
心
を
以
て
動
た
き
事
也
。

信
心
を
以
て
勤
た
き
事
也
。

同
23
行
目

感
応
し
か
る
べ
か
ら
ず
。

感
応
可
爾
な
り
。

同
27
行
目

当
寺
の
旧
跡
と
成
べ
き
也
。

当
寺
之
旧
跡
と
成
べ
き
間
、

同
28
～
29
行
目

小
五
条
蜀
紅
の
錦
也

小
五
条
蜀
江
ノ
錦
也

5
頁
上
段
3
～
4
行
目
権
現
堂
に
て
本
尊
大
日
如
来

権
現
堂
之
本
尊
大
日
如
来

同
4
行
目

真
享
の
年

貞
享
之
年

同
5
～
6
行
目

後
再
興
の
時
出
で
給
ふ
也

後
堂
再
興
之
時
出
給
ふ
也
。
今

に
あ
り

同
9
行
目

両
度
の
火
災
亦
乱
世
の
時
失
え

り
。

両
度
之
失
火
、
亦
乱
世
の
時
失

む
。

箇
所

誤

正

同
11
行
目

日
牌
之
帳
あ
り
。

日
牌
月
脾
之
帳
あ
り
。

同
12
～
13
行
目

古
き
籠
を
見
給
ふ
時

古
キ
簠
を
見
給
ふ
時
、
鐘
の

同
19
行
目

予
貞
享
乙
丑

予
貞
享
乙
丑
年

同
20
行
目

鋳
造
之

鋳
造
之
畢
。

同
22
行
目

沙
汰
な
く
知
れ
ず
。

沙
汰
な
く
知
ぬ
。

同
24
行
目

遠
近
の
貴
践

遠
近
之
貴
賤

5
頁
下
段
1
行
目

林
丘
寺
比
尼
御
所
也
。

林
丘
寺
比
丘
尼
御
所
也
。

同
2
行
目

寛
永
法
皇
は
後
水
尾
院
之
御
母

公
は
御
櫛
笥
公

寛
永
法
皇
ハ
後
水
尾
院
也
。
御

母
公
ハ
御
櫛
笥
公
、

同
3
行
目

御
父
王
の
第
七
回
忌
之

御
父
王
之
第
七
回
忌
、
御
母
公

之
御
一
周
忌
也
。

同

一
夏
九
旬

一
會
九
旬

同
5
行
目

有
緑

有
縁

同
11
～
12
行
目

乱
運
の
時
無
住
之
事
多
き
故
に
乱
逆
之
時
、
無
住
持
之
事
多
き

故
に

同
13
行
目

則
採
摘
古
書
授
之

則
採
摘
古
キ
書
与
之
。

同
13
～
14
行
目

是
豈
掩
耳
之
。
為
面
印
也

是
豈
掩
耳
之
為
面
印
や
。

○
朝
倉
海
玄
編
『
湯
殿
山 

注
連
寺 

亀
鏡
志
』（
湯
殿
山
注
連
寺
発
行
、
二
〇

一
六
年
）

箇
所

誤

正

62
頁
上
段
2
行
目

一
度
比
御
山
へ
参
る
輩
は

一
度
此
御
山
へ
参
る
輩
ハ

同
5
行
目

川
な
ら
ば

川
な
れ
ハ

同

八
苦
輸
川
と
申
也
。

八
苦
輪
川
と
申
也
。

同
18
～
19
行
目

天
晴
四
面
明
か
に
成
事
元
の
如

し
、

天
晴
四
面
明
か
成
事
元
の
如

し
。

62
頁
下
段
3
行
目

七
五
三
冠
、

七
五
三
、
冠
、

同
4
行
目

此
時
の
姿
軌
則
作
法
を
今
の
三

胡
水
也
。

此
時
の
姿
軌
則
作
法
を
今
ノ
世

ニ
伝
て
以
て
し
め
す
事
に
て

候
。
其
地
を
灑
閼
伽
水
ハ
今
の

三
胡
水
也
。

同
19
行
目

五
胡
水
必
ず
同
時
に
下
る

五
胡
水
に
も
必
ス
同
時
ニ
下
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箇
所

誤

正

同
24
～
25
行
目

息
災
増
益
の
上
火
執
行
の
（
当

寺
な
り
）。
此
外
に
な
き
也
。

息
災
増
益
の
上
火
執
行
（
当
寺

な
り
）
此
外
ニ
な
き
也
。

63
頁
上
段
2
行
目

七
五
三
掛
の
者
は

七
五
三
村
の
者
ハ

同
18
行
目

依
之
他
寺
に
無
之
儀
は

依
之
他
山
他
寺
ニ
無
之
儀
は

同
22
行
目

無
有
上
々
の
上
火
也
。

無
有
上
之
上
火
也
。

同
25
行
目

大
峯
役
に
行
者
の

大
峯
役
之
行
者
の

63
頁
下
段
4
行
目

改
め
ざ
る
理
也
。

改
た
る
理
也
。

同
7
行
目

不
苦
杯
と
云
て

不
苦
抔
ト
云
て

同
11
行
目

無
明
の
闇
夜
に
沈
む

無
明
の
闇
夜
に
淪

同
17
行
目

鑽
火
の
名
は
は
き
な
り
。

鑽
火
の
名
ハ
な
き
な
り
。

同
19
行
目

湯
殿
山
之
一
の
木
戸

湯
殿
山
之
一
ノ
闃

同
24
～
25
行
目

自
信
は
改
め
ず
常
に
御
姿
に
な

し
置
給
ふ
と
な
り
。

自
身
ハ
不
改
、
常
之
姿
ニ
な
し

置
給
ふ
と
也
。

64
頁
上
段
3
行
目

田
舎
に

田
舎
故
に

同
8
行
目

ヶ
様
之
も
仏
の
説
に
て
候
。

ヶ
様
之
事
も
仏
の
説
に
て
候
。

同
11
行
目

又
頂
断
食
。

又
須
断
食
、

同
16
行
目

兆
為
妨
道
之
遣
断
己
。

非
為
妨
道
之
遣
断
已
と
。

同
18
行
目

三
時
澡
欲
し

三
時
澡
浴
し

同
19
行
目

随
心
之
真
言
一
万
偏

随
心
之
真
言
一
万
遍

同
20
行
目

必
穫
成
就
矣

必
獲
成
就
矣
。

同

瞿
□
経
云
謂
。

瞿
醯
経
云
謂
、

64
頁
下
段
3
～
4
行
目
五
辛
肉
を
禁
制
す
る
な
り
。

五
辛
酒
肉
を
禁
制
す
る
也
。

同
11
行
目

大
師
此
寺
ニ
溜
り
給
ふ
印
に

大
師
此
寺
ニ
留
り
給
ふ
印
に

同
13
行
目

三
古
水
七
五
三
懸
桜
は
寺
内
之

旧
記
な
り
。

三
古
水
、
七
五
三
懸
桜
ハ
寺
内

之
旧
規
也
。

同
16
行
目

小
五
条
濁
紅
の
錦
也

小
五
条
蜀
江
ノ
錦
也

同
20
行
目

六
寺
の
板

六
字
之
板

同
23
行
目

堂
再
興
の
時
出
で
給
ふ
也
、

後
堂
再
興
之
時
出
給
ふ
也
。

65
頁
上
段
2
行
目

両
度
の
失
火
災

両
度
之
失
火
、

同
6
行
目

我
先
往
宗
察
上
人

我
先
住
宗
察
上
人

同
7
行
目

古
き
籃
を
見
給
ふ
時

古
キ
簠
を
見
給
ふ
時
、

同
14
行
目

予
貞
享
乙
丑

予
貞
享
乙
丑
年

同
15
行
目

鋳
造
之
旱
。

鋳
造
之
畢
。

同
19
行
目

住
持
宗
長
印

住
持
宗
長
法
印
、

箇
所

誤

正

65
頁
下
段
1
行
目

林
丘
寺
比
尼
御
所
也
。

林
丘
寺
比
丘
尼
御
所
也
。

同
2
～
3
行
目

寛
永
法
皇
は
後
水
尾
院
之
御
母

公
は
御
櫛
笥
公

寛
永
法
皇
ハ
後
水
尾
院
也
。
御

母
公
ハ
御
櫛
笥
公
、

同
13
行
目

乱
運
の
時
無
住
之
事
多
き
故
に
乱
逆
之
時
、
無
住
持
之
事
多
き

故
に

同
15
行
目

是
豈
掩
耳
之
為
面
印
也
。

是
豈
掩
耳
之
為
面
印
や
。
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